
   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 
  
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 

� 住宅取得等資金の贈与を受ける場合の相続時精算課税                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Ｑ：住宅取得資金の贈与を受けたいと思っ

ています。父は55歳ですが、相続時精算課税

制度を利用することは出来ますか？                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Ａ：要件を満たせば適用が受けられます。 

【解説】  

贈与税には、住宅取得等資金の贈与を受け

た場合の相続時精算課税選択の特例がありま

すので、お父さんが60歳未満であっても他の

要件を満たせば、特例の適用を受けることが

できます。 

特例とは、平成15年１月１日から令和３年

12月31日までの間に、父母又は祖父母からの

贈与により、自己の居住の用に供する住宅用

の家屋の新築もしくは取得又は増改築の対価

に充てるための金銭を取得した場合で、一定

の要件を満たすときには、贈与者がその贈与

の年の１月１日において、60歳未満であって

も相続時精算課税を選択することが認められ

るというものです。 

要件には、受贈者等の要件や住宅用の家屋

の新築もしくは取得または増改築等の要件が

あります。 

この特例の適用を受けるには、贈与税の申

告書を提出期限内に一定の書類を添付して提

出しなければなりません。 

なお、相続時精算課税を選択した場合は、

その年分以降、その特例に係る特定贈与者か

ら贈与を受けた財産については、たとえ特定

贈与者が60歳に達していなくても、すべて相

続時精算課税の適用を受けることになります

ので、注意してください。 
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